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告   示 

◎新潟県告示第1033号 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の２の３第１項に規定する指定納付受託者を指定した。 

令和４年10月14日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 指定納付受託者の住所及び名称 

 東京都渋谷区桜丘町22－14 Ｎ．Ｅ．Ｓ．ビルＮ棟２階  

 株式会社アイモバイル 

２ 指定納付受託者に納付させる歳入 

 インターネットを利用して納付する「ふるさと新潟応援寄附金」に係る寄附金歳入 
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３ 指定期間 

 令和４年６月１日から令和５年３月31日まで 

 

◎新潟県告示第1034号 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の２の３第１項に規定する指定納付受託者を指定した。 

令和４年10月14日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 指定納付受託者の住所及び名称 

 東京都千代田区紀尾井町１－３ 

 ＰａｙＰａｙ株式会社 

２ 指定納付受託者に納付させる歳入 

 インターネットを利用して納付する「ふるさと新潟応援寄附金」に係る寄附金歳入 

３ 指定期間 

 令和４年６月１日から令和５年３月31日まで 

 

◎新潟県告示第1035号 

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（平成13年法律第65号。以下「法」という｡)

第12条第１項の規定により高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分その他必要な措置を講ずべき保管事業者を確

知することができないので、法第13条第１項の規定に基づき、次のとおり公告する。 

令和４年10月14日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 講ずべき措置の内容 

(1) 新潟県十日町市本町四丁目２番において保管されている高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であるコンデン

サー１台（以下「本件廃棄物」という｡)について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137

号）の規定に基づき、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分業許可を有する者（以下「高濃度ポリ塩化ビ

フェニル廃棄物処分業者」という｡)に対し処分の委託を行うこと。 

(2) (1)の高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物処分業者への委託に当たり、本件廃棄物の運搬を委託する場合には、

必要に応じて本件廃棄物からのポリ塩化ビフェニルの漏えいを防止する措置を講じた上で、廃棄物の処理及

び清掃に関する法律の規定に従い、当該ポリ塩化ビフェニル廃棄物の運搬を業として行うことができる者に

対して運搬の委託を行うこと。 

(3) (1)の高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物処分業者への委託に当たり、本件廃棄物の処分の方法の検討のため

に詳細な性状の把握が必要となる場合には、処分の委託に先立って詳細な性状の分析を行うこと。 

２ 措置の期限 

  令和４年11月４日 

３ 知事による措置 

  保管事業者が１の措置を２の期限までに講じないときは、知事が当該措置を講じ、保管事業者から当該措置

に要した費用を徴収することがある。 

４ 問合せ先 

  新潟県環境局資源循環推進課（新潟市中央区新光町４番地１） 

  電話 025－280－5161 

 

◎新潟県告示第1036号 

農地法（昭和27年法律第229号）第41条第１項後段の規定により、農地中間管理機構から農地を利用する権利（以

下「利用権」という｡)の設定に関する裁定の申請があった。 

令和４年10月14日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 申請に係る農地の所在、地番、地目及び面積 

所在及び地番 地目 面積（平方メートル） 

燕市米納津15599 田 196 

２ 申請に係る農地の利用の状況 

  現に耕作の目的に供されておらず、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる。 
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３ 申請に係る農地についての申請者の利用計画の内容の詳細 

  農地法第41条第２項において読み替えて準用する同法第39条第１項の規定による裁定後に、農地中間管理 

機構から申請に係る農地の借受を希望する者に当該農地を貸し付ける。 

４ 希望する利用権の始期及び存続期間並びに借賃に相当する補償金の額 

利用権の始期 存続期間 借賃に相当する補償金の額 

令和５年２月 ５年 9,755 円 

５ 意見書の提出 

この告示に係る農地の所有者等は、次に掲げるところにより、知事に意見書を提出することができる。 

(1) 意見書の記載事項 

ア 意見書の提出者の氏名、及び住所（法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表 

者の氏名） 

イ 意見書の提出者の有する権利の種類及び内容 

ウ 意見書の提出者の申請に係る農地の利用の状況及び利用計画 

エ 意見書の提出者が申請に係る農地を現に耕作の目的に供していない理由 

オ 意見の趣旨及びその理由 

カ その他参考となるべき事項 

(2) 提出期限 

令和４年10月28日 

(3) 提出先 

〒950－8570 新潟市中央区新光町４番地１ 

新潟県農林水産部地域農政推進課 

(4) 提出方法 

上記提出先への持参又は郵送 

 

◎新潟県告示第1037号 

森林法（昭和26年法律第249号）第29条の規定により、農林水産大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定

である旨の通知があった。 

令和４年10月14日 

新潟県知事    花 角  英 世 

１ 保安林予定森林の所在場所 

  新潟県南魚沼市岩崎字坪根18の１（次の図に示す部分に限る｡)、字先ノ入19から21まで、30から32まで、字

ミノ八23 

２ 指定の目的 

  土砂の流出の防備 

３ 指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

 ア 主伐は、択伐による。 

 イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。 

 ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 

 (｢次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を新潟県農林水産部治山課及び南魚沼市

役所に備え置いて縦覧に供する｡) 

 

◎新潟県告示第1038号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、南魚沼郡湯沢町の湯沢町土地改良区から次の

とおり役員が就任及び退任した旨の届出があった。 

令和４年10月14日 

新潟県南魚沼地域振興局長 

１ 就 任 

 理事 南魚沼郡湯沢町大字土樽4982番地        南雲 敬一 
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                       （理事長） 

  〃     〃       304番地１    南雲 清治 

  〃     〃              926番地     釼持 浩幸 

  〃     〃              4985番地２   並木 庄平 

  〃         〃              1760番地        腰越 厚義 

 〃         〃              2402番地２   南雲 悟 

  〃     〃       2511番地     小野塚 一良 

 監事    〃       5804番地    富沢 悦夫 

  〃         〃        3585番地２   高橋  一巳 

   〃     〃              163番地２    南雲 政市 

  〃     〃              5084番地    角谷 正喜  

 就任年月日 令和４年９月７日 

２ 退 任 

 理事 南魚沼郡湯沢町大字土樽4982番地        南雲 敬一 

                       （理事長） 

  〃     〃       304番地１    南雲 清治 

  〃     〃              4985番地２   並木 庄平 

  〃     〃              926番地     釼持 浩幸 

  〃         〃              1760番地        腰越 厚義 

 〃         〃              2263番地    角谷 智 

  〃     〃       2791番地     小野塚政信 

 監事    〃       3585番地２   高橋 一巳 

  〃         〃        163番地２    南雲 政市 

   〃     〃              5804番地    富沢 悦夫  

 退任年月日 令和４年９月６日 

 

◎新潟県告示第1039号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定により県営区画整理（農地環境整備）事業に係る

換地計画を定めたので、令和４年10月17日から令和４年11月14日まで関係書類を次のとおり縦覧に供する。 

令和４年10月14日 

新潟県知事  花 角  英 世 

事業主体名 地区名 縦覧の書類  縦覧の場所 

新潟県 山本 換地計画書の写し 小千谷市役所 

１ 審査請求について 

この処分について不服がある場合は、この換地計画書の写しの縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以

内（以下「不服申立期間」という｡)に、知事に対して審査請求をすることができる。 

なお、正当な理由があるときは、不服申立期間を経過した後であっても審査請求をすることが認められる場

合がある。 

２ 処分の取消しの訴えについて 

(1) この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日（告示日）の翌日から

起算して６か月以内に、新潟県を被告として（訴訟において新潟県を代表する者は知事となる｡)、処分の取

消しの訴えを提起することができる。 

(2) また、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったこ

とを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができる。 

(3) ただし、上記(2)の期間が経過する前に、その審査請求に対する裁決があった日の翌日から起算して１年を

経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 

なお、正当な理由があるときは、上記(1)（審査請求をした場合には(2)）の期間や審査請求に対する裁決

があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても処分の取消しの訴えを提起することが認められ

る場合がある。 

 

◎新潟県告示第1040号 
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道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県十日町地域振興局地域整備部業務

課において縦覧に供する。 

令和４年10月14日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 道路の種類 一般国道 

２ 路 線 名 403号 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

十日町市小脇丁41番１から 

 

同市小脇丁2050番１まで 

 

新 

 

 

5.9～32.6メートル 

 

363.0メートル 

 

旧 

 

 

5.9～31.7メートル 

 

367.6メートル 

備考 路線の重用 

  全区間一般国道404号と重用 

 

 

１ 道路の種類 一般国道 

２ 路 線 名 404号 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

十日町市小脇丁41番１から 

 

同市小脇丁2050番１まで 

 

新 

 

 

5.9～32.6メートル 

 

363.0メートル 

 

旧 

 

 

5.9～31.7メートル 

 

367.6メートル 

備考 路線の重用 

  全区間一般国道403号と重用 

 

◎新潟県告示第1041号 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の規

定により指定した土砂災害警戒区域（平成27年２月10日新潟県告示第140号）を次のとおり解除する。 

令和４年10月14日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 新潟地域振興局管内 

区域の名称 区域の所在地 区域の表示 
土砂災害の発生原因とな 

る自然現象の種類 

物見山 １地区 新潟市東区物見山２丁目 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

物見山 ２地区 新潟市東区物見山２丁目 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

 (｢次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県新潟地域振興局新潟地域整備部に備え置い

て縦覧に供する｡) 

 

◎新潟県告示第1042号 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の規

定により指定した土砂災害警戒区域（平成26年１月28日新潟県告示第98号）を次のとおり解除する。 
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令和４年10月14日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 十日町地域振興局管内 

区域の名称 区域の所在地 区域の表示 
土砂災害の発生原因とな 

る自然現象の種類 

麻畑１地区 十日町市麻畑 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

 (｢次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県十日町地域振興局地域整備部に備え置いて

縦覧に供する｡) 

 

◎新潟県告示第1043号 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の規

定により指定した土砂災害警戒区域（平成25年１月18日新潟県告示第64号）を次のとおり解除する。 

令和４年10月14日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 十日町地域振興局管内 

区域の名称 区域の所在地 区域の表示 
土砂災害の発生原因とな 

る自然現象の種類 

橇乗沢地区 中魚沼郡津南町大字芦ヶ崎 次の図のとおり 土石流 

 (｢次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県十日町地域振興局地域整備部に備え置いて

縦覧に供する｡) 

 

◎新潟県告示第1044号 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第８項の規

定により、次の土砂災害特別警戒区域（平成26年１月28日新潟県告示第99号）の指定を解除する。 

令和４年10月14日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 十日町地域振興局管内 

区域の名称 区域の所在地 

区域の表示及び当該自

然現象により建築物に

作用すると想定される

衝撃に関する事項 

土砂災害の発生原因とな 

る自然現象の種類 

麻畑１地区 十日町市麻畑 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

 (｢次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県十日町地域振興局地域整備部に備え置いて

縦覧に供する｡) 

 

◎新潟県告示第1045号 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第８項の規

定により、次の土砂災害特別警戒区域（平成25年１月18日新潟県告示第65号）の指定を解除する。 

令和４年10月14日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 十日町地域振興局管内 

区域の名称 区域の所在地 

区域の表示及び当該自

然現象により建築物に

作用すると想定される

衝撃に関する事項 

土砂災害の発生原因とな 

る自然現象の種類 

橇乗沢地区 中魚沼郡津南町大字芦ヶ崎 次の図のとおり 土石流 
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 (｢次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県十日町地域振興局地域整備部に備え置いて

縦覧に供する｡) 

 

◎新潟県告示第1046号 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の規

定により、次の区域を土砂災害警戒区域として指定する。 

令和４年10月14日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 新潟地域振興局管内 

区域の名称 区域の所在地 区域の表示 
土砂災害の発生原因とな

る自然現象の種類 

物見山 １地区 新潟市東区物見山２丁目 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

物見山 ２地区 新潟市東区物見山２丁目 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

(｢次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県新潟地域振興局新潟地域整備部に備え置い

て縦覧に供する｡) 

２ 十日町地域振興局管内 

区域の名称 区域の所在地 区域の表示 
土砂災害の発生原因とな

る自然現象の種類 

麻畑１地区 十日町市麻畑 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

橇乗沢地区 中魚沼郡津南町大字芦ヶ崎 次の図のとおり 土石流 

(｢次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県十日町地域振興局地域整備部に備え置いて

縦覧に供する｡) 

 

◎新潟県告示第1047号 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第１項の規

定により、次の区域を土砂災害特別警戒区域として指定する。 

令和４年10月14日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 十日町地域振興局管内 

区域の名称 区域の所在地 

区域の表示及び当該自

然現象により建築物に

作用すると想定される

衝撃に関する事項 

土砂災害の発生原因とな

る自然現象の種類 

麻畑１地区 十日町市麻畑 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

(｢次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県十日町地域振興局地域整備部に備え置いて

縦覧に供する｡) 

 

公   告 

大規模小売店舗の届出に対する市町村等の意見について（公告） 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項及び第２項の規定による市町村等の意見の概要を

次のとおり公表する。 
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令和４年10月14日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 大規模小売店舗の名称、所在地及び設置者 

名 称 クスリのアオキ長岡西千手店 

所在地 長岡市西千手１丁目1716番１ 外 

設置者 株式会社クスリのアオキ 

２ 届出の概要及び公告日 

概 要 大規模小売店舗立地法第６条第２項の規定による変更（駐車場の自動車の出入口の位置）に関する

届出 

公告日 令和４年６月３日 

３ 意見の概要 

(1) 長岡市からの意見の概要 

意見なし 

(2) 居住者等の意見の概要 

意見書の提出はなかった。 

４ 縦覧場所 

新潟県産業労働部地域産業振興課 

５ 縦覧期間 

令和４年10月14日から令和４年11月14日まで 

 

公聴会の開催について（公告） 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第16条第１項の規定により、長岡都市計画の変更の素案について、次のと

おり公聴会を開催する。 

令和４年10月14日 

新 潟 県 

代表者 新潟県知事  花 角  英 世 

１ 公聴会の日時 

  令和４年11月14日（月）午後６時30分から 

２ 公聴会の開催場所 

  長岡市大手通２丁目６番地 

まちなかキャンパス長岡 交流ルーム 

３ 事案の概要 

長岡都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画区域マスタープラン）の一部（区域区分の方針）

を変更する。 

長岡都市計画区域区分の変更については、別紙「長岡都市計画区域区分の変更（新潟県決定）」のとおり。 

４ 素案の縦覧 

  新潟県長岡地域振興局地域整備部庶務課、長岡市都市整備部都市政策課、長岡市シティホールプラザアオー

レ長岡東棟情報ラウンジ、長岡市越路支所産業建設課、長岡市中之島支所産業建設課及び見附市建設課におい

て、10月26日（水）まで縦覧に供する。 

５ 公聴会に出席して意見を述べることができる者 

 長岡市、見附市の住民及び利害関係人 

６ 公述申出の方法 

  素案について意見のある者は、公述申出期限までに、意見の要旨及びその理由並びに氏名、住所及び電話番

号を記載した知事、長岡市及び見附市長宛の書面を公述申出先へ提出することにより申出を行う。 

７ 公述申出期限 

 令和４年10月26日（水）（必着のこと｡) 

８ 公述申出先 

(1) 長岡市沖田２丁目173番地２（〒940－8567） 

  新潟県長岡地域振興局地域整備部庶務課 

  電話 0258－38－2619 

(2) 長岡市大手通２丁目６番地フェニックス大手イースト８階（〒940－0062） 
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  長岡市都市整備部都市政策課 

  電話 0258－39－2225 

(3) 長岡市大手通１丁目４番地10（〒940－8501） 

  長岡市シティホールプラザアオーレ長岡 東棟情報ラウンジ 

  電話 0258－39－7510 

(4) 長岡市浦715番地（〒949－5493） 

  長岡市越路支所産業建設課 

  電話 0258－92－5904 

(5) 長岡市中之島788番地（〒954－0192） 

  長岡市中之島支所産業建設課 

  電話 0258－61－2012 

(6) 見附市昭和町２丁目１番１号（〒954－8686） 

  見附市建設課 

  電話 0258－62－1700 

９ 公述人の決定 

 公述人を決定したときは、当該公述人にその旨を通知する。なお、公述申出が多数の場合は、意見の要旨を

同じくする者の中からそれぞれ抽選を行い、公述人（最大10名）を決定する。 

10 費用負担 

 公述人の陳述に要する費用は、すべて公述人の負担とする。 

11 公聴会の傍聴 

  公聴会の傍聴を希望する者は、公聴会の開催予定時刻までに、係員の指示に従って公聴会の会場に入室する

こと。 

  なお、会場への入室は、午後６時から先着順で行い、公聴会の開催予定時刻前であっても、定員の40名にな

り次第終了する。 

12 公聴会の中止 

  公述の申出が無い場合は、公聴会を開催しない。公聴会の傍聴を希望する者は、開催の有無について、あら

かじめ問合せ先へ確認すること。 

13 その他 

  関連する長岡市決定の都市計画の決定及び変更の素案、見附市決定の都市計画の変更の素案についても縦覧

を行い、公聴会に出席して意見を述べることができる。 

14 問合せ先 

  新潟市中央区新光町４番地１（〒950－8570） 

  新潟県土木部都市局都市政策課 

  電話 025－280－5429 
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政府調達に係る苦情の受付及び処理の状況について（公告） 

「政府調達に関する苦情の処理手続｣(平成11年新潟県告示第1221号）８の規定により、令和４年７月から令和
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４年９月における苦情の受付及び処理の状況を次のとおり公表する。 

令和４年10月14日 

新潟県知事  花 角  英 世 

政府調達に係る苦情の受付及び処理の件数  なし 

 

特定調達契約の落札者等について（公告） 

特定調達契約について落札者を決定したので、県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成

７年新潟県規則第87号）第15条の規定により、次のとおり公告する。 

令和４年10月14日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 落札件名及び数量 

  水準調査モニタリングポスト  ８台 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

    新潟県出納局会計検査課 

  新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 

３ 落札決定日 

  令和４年８月９日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社ジェスクホリウチ新潟支店 

  新潟市中央区東出来島２番14号 

５ 落札価格 

  26,840,000円 

６ 契約決定方式 

 一般競争入札 

７ 落札方式 

  最低価格 

８ 入札公告日 

  令和４年６月28日 

 

病院局公告 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、白衣及び看護衣等について、次のとおり一般

競争入札を行う。 

令和４年10月14日 

新潟県病院事業管理者 山﨑 理 

１ 入札に付する事項 

(1) 購入等件名及び数量 

  白衣及び看護衣等 一式 

(2) 調達案件の仕様等 

  入札説明書による。 

(3) 納入期限 

  令和５年３月10日（金） 

(4) 納入場所 

  新潟県立病院 11病院 

(5) 入札方法 

  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当 

 該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする｡)をもって落札価格とするの 

 で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった 

 金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 
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２ 入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 指名停止期間中の者でないこと。 

(3) 新潟県物品等入札参加資格者名簿の営業種目「雑類」に登載されている者であること。 

(4) 新潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第23号）第２条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と 

社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 

(5) 本調達に係る入札説明書の交付を受けていること。 

３ 入札説明書の交付場所等 

(1) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

  郵便番号 950－8570 

  新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 

  新潟県病院局経営企画課財務係 

  電話番号 025－280－5555 

(2) 入札説明書の交付方法 

  本公告の日から前記３(1)の交付場所で交付する。 

(3) 出荷引受書の提出期限 

  令和４年10月24日（月）午後４時00分 

４ 入札、開札の日時及び場所 

 令和４年11月２日（水）午前10時00分 

 新潟県庁行政庁舎16階入札室 

５ その他 

(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

  免除する。 

(3) 契約保証金 

  契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、新潟県病院局財務規程（昭和60年新潟県 

 病院局管理規程第５号。以下「規程」という｡)第186条第３項第１号又は第３号に該当する場合は、免除する。 

(4) 入札者に要求される事項 

  この一般競争入札に参加を希望する者は、新潟県病院局の交付する入札説明書に基づき出荷引受書を作成

し、前記３(3)により提出しなければならない。 

  なお、提出された書類について、説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 

(5) 入札の無効 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札はこれ 

 を無効とする。 

(6) 契約書作成の要否 要 

(7) 落札者の決定方法 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格を有すると契約担当者が判断した入札者であって、規程第197条の 

 規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす 

 る。 

(8) 契約の停止等 

  当該調達に関し、苦情申立てがあったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 

(9) その他 

 ア 契約の締結に際しては､｢暴力団等の排除に関する誓約書」を提出しなければならない｡(提出がないとき 

  は、契約を締結しない場合がある｡) 

 イ 詳細は入札説明書による。 

 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、看護靴について、次のとおり一般競争入札を

行う。 
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令和４年10月14日 

新潟県病院事業管理者 山﨑 理 

１ 入札に付する事項 

(1) 購入等件名及び数量 

  看護靴 一式 

(2) 調達案件の仕様等 

  入札説明書による。 

(3) 納入期限 

  令和５年３月10日（金） 

(4) 納入場所 

  新潟県立病院 13病院 

(5) 入札方法 

  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当 

 該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする｡)をもって落札価格とするの 

 で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった 

 金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 指名停止期間中の者でないこと。 

(3) 新潟県物品等入札参加資格者名簿の営業種目「雑類」に登載されている者であること。 

(4) 新潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第23号）第２条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と 

社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 

(5) 本調達に係る入札説明書の交付を受けていること。 

３ 入札説明書の交付場所等 

(1) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

  郵便番号 950－8570 

  新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 

  新潟県病院局経営企画課財務係 

  電話番号 025－280－5555 

(2) 入札説明書の交付方法 

  本公告の日から前記３(1)の交付場所で交付する。 

(3) 応札仕様書の提出期限 

  令和４年10月24日（月）午後４時00分 

４ 入札、開札の日時及び場所 

 令和４年11月２日（水）午前11時00分 

 新潟県庁行政庁舎16階入札室 

５ その他 

(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

  免除する。 

(3) 契約保証金 

  契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、新潟県病院局財務規程（昭和60年新潟県 

 病院局管理規程第５号。以下「規程」という｡)第186条第３項第１号又は第３号に該当する場合は、免除する。 

(4) 入札者に要求される事項 

  この一般競争入札に参加を希望する者は、新潟県病院局の交付する入札説明書に基づき応札仕様書を作成

し、前記３(3)により提出しなければならない。 

  なお、提出された書類について、説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 

(5) 入札の無効 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札はこれ 

 を無効とする。 
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(6) 契約書作成の要否 要 

(7) 落札者の決定方法 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格を有すると契約担当者が判断した入札者であって、規程第197条の 

 規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす 

 る。 

(8) 契約の停止等 

  当該調達に関し、苦情申立てがあったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 

(9) その他 

 ア 契約の締結に際しては､｢暴力団等の排除に関する誓約書」を提出しなければならない｡(提出がないとき 

  は、契約を締結しない場合がある｡) 

 イ 詳細は入札説明書による。 

 

企業局管理規程 
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新潟県企業局管理規程第９号 

新潟県企業局企業職員勤務規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和４年10月14日 

新潟県企業管理者  樺 澤  尚  

新潟県企業局企業職員勤務規程の一部を改正する規程 

新潟県企業局企業職員勤務規程（平成７年新潟県企業局管理規程第４号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)を当該改正部分に対応する同表の改正

後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

  （特別休暇） 

第17条 特別休暇は、職員が次の各号に掲げる事由

により勤務しないことが相当である場合における

休暇とし、その期間は、当該各号に定める期間と

する。 

(2)～(8) （略） 

(9) 職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関

係と同様の事情にある者を含む｡)が出産する場

合であってその出産予定日以前６週間（多胎妊

娠の場合にあっては、14週間）に当たる日から

当該出産の日以後１年を経過するまでの期間に

ある場合において、当該出産に係る子又は小学

校就学の始期に達するまでの子（配偶者の子及

び届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情

にある者の子を含む｡)を養育する職員が、これ

らの子の養育のため勤務しないことが相当であ

ると認められるとき ５日を超えない範囲内で

必要と認められる時間又は期間 

(10)～(23) （略） 

 （特別休暇） 

第17条 特別休暇は、職員が次の各号に掲げる事由

により勤務しないことが相当である場合における

休暇とし、その期間は、当該各号に定める期間と

する。 

(2)～(8) （略） 

(9) 職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関

係と同様の事情にある者を含む｡)が出産する場

合であってその出産予定日以前６週間（多胎妊

娠の場合にあっては、14週間）に当たる日から

産後８週間を経過するまでの期間にある場合に

おいて、当該出産に係る子又は小学校就学の始

期に達するまでの子（配偶者の子及び届出をし

ないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の

子を含む｡)を養育する職員が、これらの子の養

育のため勤務しないことが相当であると認めら

れるとき ５日を超えない範囲内で必要と認め

られる時間又は期間 

(10)～(23) （略） 

  
附 則 

 この規程は、公布の日から施行し、令和４年10月１日から適用する。 
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